
 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、スマートシティの実現に向けて、テクノロジーの活用などにより市民生活

の質の向上を図るとともに、持続可能なまちづくりを進めるため、地域課題の解決や新た

な価値の創造に資する民間企業等が行う実証事業の実施に要する経費の一部について、

予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規

則」という。） 及びこの要綱に基づき、当該民間企業等に対し補助金を交付する。 

 

（補助対象事業者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、民間企業、大学、研究機関その他団体（以下「事

業者」という。）であって、千葉市内においてテクノロジー活用による実証事業を実施す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象とならない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）がその事業活動を支配する者 

（２）代表者又は役員が暴力団員である者 

（３）暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は

積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

（４）公序良俗に反する等、市長が不適当と認める者 

 

（補助事業等） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助の対象となる経費

（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。 

２ 補助対象経費における人件費については、次のとおり算定する。 

（１）人件費は、補助事業に従事した者の時間単価に従事した時間数を乗じて得た額とする。 

（２）時間単価については、経済産業省大臣官房会計課が作成する「補助事業事務処理

マニュアル」の「３．人件費に関する経理処理」における健保等級単価計算により算定

するものとする。ただし、法定福利費（事業者負担分）については、算定対象から除外

すること。 

 

（交付の申請） 

第４条 事業者は、規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、千

葉市スマートシティ実証事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添付したうえ

で市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付条件） 

第５条 市長が補助金の交付の決定をする場合において附する条件は、規則第５条第１項

の規定による他、次の各号のとおりとする。 

（１）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても



善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

（２）市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の一

部又は全部を市に納付させることがあること。 

 

（交付決定通知） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、千葉市スマートシティ実証事業補助金交付決定

通知書（様式第２号）によるものとする。 

 

（補助金の交付申請の取下げ） 

第７条 規則第７条第１項の規定により事業者が補助金の交付の申請を取り下げようとす

るときは、千葉市スマートシティ実証事業補助金交付申請取下届出書（様式第３号）を市

長に提出しなければならない。 

 

（変更交付の申請等） 

第８条 事業者は、規則第５条第１項第１号の規定に該当するときは、千葉市スマートシテ

ィ実証事業補助金変更交付申請書（様式第４号）により市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付の申請があったときは、変更の内容を調査し、補助

金の変更交付を決定したときは、千葉市スマートシティ実証事業補助金変更交付決定通

知書（様式第５号）により通知するものとする。 

３ 事業者は、規則第５条第１項第２号の規定に該当するときは、千葉市スマートシティ実

証事業補助金中止（廃止）承認申請書（様式第６号）により市長の承認を得なければなら

ない。 

４ 事業者は、規則第５条第１項第３号の規定に該当するときは、速やかに千葉市スマート

シティ実証事業補助金遅延等報告書（様式第７号）を市長に提出し、その指示を受けなけ

ればならない。 

５  事業者は、第１項、第３項及び前項に規定する申請書等には、必要書類を添付しなけれ

ばならない。 

 

（状況報告） 

第９条 規則第１０条の規則による報告は、千葉市スマートシティ実証事業補助金状況報

告書（様式第８号）により、指定する期日までに市長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条の規定による報告は、千葉市スマートシティ実証事業補助金実績

報告書（様式第９号）に関係書類を添付したうえで、指定する期日までに市長に提出しな

ければならない。 

２ 補助対象経費における人件費を計上する場合は、千葉市スマートシティ実証事業補助

金健保等級証明書（様式第１０号）、千葉市スマートシティ実証事業補助金給与証明書（様

式第１１号）及び補助事業の従事者毎に作成した業務日誌（任意書式）を前項の提出書類

に加えるものとする。ただし、様式第１０号及び様式第１１号については、給与明細等他

に証明できる書類がある場合はこの限りではない。 

 



（額の確定通知） 

第１１条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市スマートシティ実証事業補助金額確

定通知書（様式第１２号）によるものとする。 

 

（交付の請求） 

第１２条 事業者は、規則第１６条第１項の規定による補助金の交付の請求をしようとす

るときは、補助金の額の確定通知を受け取った日以後、千葉市スマートシティ実証事業補

助金交付請求書（様式第１３号）に関係書類を添付したうえで市長に提出しなければなら

ない。 

 

（決定の取消し） 

第１３条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、千葉市スマ

ートシティ実証事業補助金交付決定取消通知書（様式第１４号）によるものとする。 

 

（返還命令） 

第１４条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市スマートシテ

ィ実証事業補助金返還命令書（様式第１５号）によるものとする。 

 

（補助金の経理） 

第１５条 事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、かつこ

れらの補助事業に関する書類を、補助事業が完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合は、その承認を受けた日）の属する会計年度（各年の４月１日から翌年３月

３１日までをいう。）の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（補助事業の公表） 

第１６条 市長は、必要と認めるときは、事業者の名称、代表者名、補助事業の内容等につ

いて公表することができる。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年８月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  



 

事業名 スマートシティ実証事業 

テーマ型 自由提案型 

補助事業 本市が明示する地域課題に対し、テ

クノロジーの活用により解決を図

るもので、公益性が高く、市民生活

の質の向上に資する実証事業 

本市が明示する分野等の範囲内で、

テクノロジーの活用により地域課題

の解決や新たな価値の創出を図るも

ので、公益性が高く、市民生活の質

の向上に資する実証事業 

補助対象

経費 

報償費 外部専門家等に対する謝礼金や事業協力等に対する謝礼として支払われ

る経費 

旅費 事業の実施に必要な事業者旅費 

機器装備費 実証事業に必要となるシステム、アプリケーションの装備等に要する経費

及び既に構築されているシステム、アプリケーションの改良・機能拡充等

に要する経費 

実証事業実施経費 事業の実施に係る経費（人件費を含む） 

事 
 
 

務 
 
 

費 

消耗品費 事業の実施に必要な物品の購入等に要する経費 

印刷費 事業の実施に必要な資料等の印刷に係る経費 

資料作成費 事業の実施に必要な資料作成に係る経費 

通信運搬費 事業の実施に必要な郵便代、通信費、運送料として支払われる経費 

使用料 事業の実施に必要な機器、システム、会場等のリースに要する経費（当該

事業でのみ使用されるものに限る。） 

その他の経費 事業の実施に必要な経費であり、他のいずれの区分にも属さないもので、

市長の認めるもの（当該事業でのみ使用されるものに限る。） 

補助率 補助対象経費の２分の１以内 

※ただし、算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。 

補助限度額 ５，０００千円 

その他 実証時に得られる利用料、寄付金や広告料などの収入及び国、地方公共団

体の補助金などは、補助対象経費から控除する。 

補助対象外経費 １ 補助対象事業に関わる経費のうち、交付決定前に発生した経費 

２ システムやアプリケーション等の開発に係る経費 

３ コンサルティングに係る経費 

４ 間接経費（収入印紙代、振込手数料等） 

５ 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費 

６ 他の千葉市の補助制度の対象となった経費（千葉市の補助金を活用し

た地方公共団体、その他の団体等の補助も含む 。） 

７ その他、経済的かつ合理的と認められる範囲を超える経費や事業目的

に照らして直接関係しない経費など、市長が適切でないと判断する経費 

補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まない。 

本事業の目的のために要する経費で、交付申請を行った日の属する会計年度の３月３１日

までに支払いの完了するものを対象とする。  

別表 



様式第１号 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長  

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                         (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。  

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付申請書 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、下記のとおり

関係書類を添えて申請します。 

記 

補 助 事 業 名  

補 助 事 業 の 目 的  

補 助 事 業 の 内 容  

補助事業の効果・目標  

補助事業の着手予定日   年  月  日 

補助事業の完了予定日   年  月  日 

補 助 金 交 付 申 請 額 金          円 

添 付 書 類 

１ 事業計画書（事業内容、予算計画（経費内訳）、実施体

制、スケジュール、補助対象経費の積算等が確認できるも

の）（任意様式） 

２ 要件確認申立書（様式第１号の２） 

※共同企業体の場合は代表企業及び構成員すべての申立書を添付

すること。 

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第１号の２ 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

                 住 所 

 

                 氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

要件確認申立書 
 

 

 千葉市補助金等交付規則（以下「規則」という。）第３条の規定に基づき、千葉市ス

マートシティ実証事業補助金交付要綱に係る交付申請を行うに当たり、規則第４条の２

第１号から第３号までのいずれにも該当しないことを申立てます。 

 なお、いずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を届け出ます。 

 また、いずれかの該当の有無等に関して調査が必要となった場合には、千葉市が求め

る必要な情報又は資料を遅滞なく提出するとともに、その調査に協力し、調査の結果、

該当することが判明した場合には、規則第１７条に基づき、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消されても、何ら異議の申し立てを行いません。 

  



 

様式第２号 

千葉市指令   第 号  

    年  月  日  

 

 

 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付決定通知書 
 

     年  月  日付けで申請のありました千葉市スマートシティ実証事業補

助金について、次のとおり交付決定しましたので、千葉市補助金等交付規則第６条の規

定により通知します。 

 

                     千葉市長 

 

補助金の交付決定額                        円 

補助金交付予定時期 補助金額の確定後 

交  付  条  件 

 

 １  補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変

更をする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

 ２  補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長

の承認を受けること。 

 ３  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、そ

の指示を受けること。 

 ４  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について

は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理す

るとともに、その効率的な運用を図ること。 

 ５  市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった

場合には、その収入の一部又は全部を市に納付させることがあ

ること。 

備       考  

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



 

様式第３号 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付申請取下届出書 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号により交付決定の通知が

あった標記補助事業について、下記の理由により取り下げたいので、千葉市補助金等交

付規則第７条第１項及び千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱第７条の規定

により届出します。 

 

記 

 

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

 

理   由 

 



 

様式第４号 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長  

 

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金変更交付申請書 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第    号で交付決定を受けた標

記補助事業について、下記のとおり（経費配分・内容）を変更したいので、千葉市補助

金等交付規則第５条第１項第１号及び千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱

第８条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

変 更 の 内 容  

変 更 の 理 由  

添 付 書 類 

・変更後の事業計画書（事業内容、予算計画（経費内訳）、実施
体制図、スケジュール等が確認できるもの） 

・経費変更の場合、配分変更の内容が確認できる書類 

・その他市長が必要とする書類 

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第５号 

千葉市指令   第  号  

年  月  日  

 

 

 

 

 
千葉市スマートシティ実証事業補助金変更交付決定通知書 

 

     年  月  日付け変更交付申請のあった千葉市スマートシティ実証事業

補助金について、次のとおり交付決定したので、千葉市スマートシティ実証事業補助金

交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

                    千葉市長          

 

変更前補助金交付決定額                円 

変更後補助金交付決定額                円 

差 引 額                円 

補 助 金 交 付 予 定時期  

交 付 条 件 

 

 １  補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費

の配分の変更をする場合においては、あらかじめ市

長の承認を受けること。 

 ２  補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あら

かじめ市長の承認を受けること。 

 ３  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合においては、速や

かに市長に報告し、その指示を受けること。 

 ４  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

については、事業完了後においても善良な管理者の

注意をもって管理するとともに、その効率的な運用

を図ること。 

 ５  市長の承認を受けて財産を処分することにより収

入があった場合には、その収入の一部又は全部を市

に納付させることがあること。 

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



 

様式第６号 

    年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金中止（廃止）承認申請書 
 

     年  月  日付け千葉市指令   第  号で交付決定を受けた標記補

助事業について、下記の理由により補助事業を（中止・廃止）したいので、千葉市補助

金等交付規則第５条第１項第２号及び千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱

第８条第３項の規定により申請します。 

 

記 

 

中 止 （ 廃 止 ） す る 

事 業 の 内 容 等 
 

中止（廃止）の理由 

※中止（廃止）の理由は、でき

るだけ詳細に記入すること。 

 

中 止 の 期 間 

（ 廃 止 と な る 日 ） 
    年  月  日 ～     年  月  日 

添 付 書 類 
下記の書類の写し 

・補助金交付決定通知書 

・その他市長が必要とする書類 

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第７号 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長  

 

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金遅延等報告書 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定を受けた標記

補助事業について、遅延が発生することとなったため、千葉市補助金等交付規則第５条

第１項第３号及び千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱第８条第４項の規定

に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

補助事業の進捗状況  

遅延等の内容及び原因  

遅延等に対する措置  

今 後 の 予 定  

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第８号 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 
 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金状況報告書 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第   号により交付決定の通知が

あった補助事業について、千葉市補助金等交付規則第１０条及び千葉市スマートシティ

実証事業補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

補助事業の実施状況  

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第９号 

  年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

                 住 所 

 

氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第  号で交付決定を受けた千葉市

スマートシティ実証事業補助金に係る事業実績について、千葉市補助金等交付規則第１

２条及び千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱第１０条の規定により関係書

類を添えて報告します。 

 

記 

 

補助金の交付決定額                 円 

補助事業の経費精算額                 円 

補 助 事 業 の 完 了 日     年   月   日 

添 付 書 類 

 １ 補助事業の実施内容が確認できる書類 

 ２ 経費内訳書及び当該経費の根拠資料（領収書等） 

 ３ 補助事業の成果物各種（実証で得られたデータ等の検

証結果及び当該検証データ等） 

 ４ その他市長が必要とする書類 

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第１０号 

 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金健保等級証明書 

 
 

事業期間   年  月  日 ～   年  月  日 

年度 健保等級 

従事者氏名 月 月 月 月 
賞与の 

支給回数 
備考 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

   

年  月  日 

 

  千葉市スマートシティ実証事業補助金に係る従事者の健保等級について、上記 

 のとおり証明します。 

 

  名称（社名等） 

 

 

 

  所属部署名 

 

 

 

  証明者氏名 
 

 

 

 

 

 

 

 

※本様式は、健保等級適用者のみ使用してください。 

※事業の開始月、定時決定月（９月）、新規の登録従事者の従事開始月、健保等級に改定が 

ある月は必ず記載してください。 



 

様式第１１号 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金給与証明書 
 

 

事業期間   年  月  日 ～   年  月  日 

      年度 月額給与 

従事者氏名 月 月 月 備考 

 給与額     

給与相当額     

賞与の支給回数     

 給与額     

給与相当額     

賞与の支給回数     

 給与額     

給与相当額     

賞与の支給回数     

 

  年  月  日 

 

  千葉市スマートシティ実証事業補助金に係る従事者の給与について、上記 

 のとおり証明します。 

 

  名称（社名等） 

 

 

 

  所属部署名 

 

 

 

  証明者氏名 
 

 

 

 

 

 

 

※本様式は、健保等級適用者以外の者のみ使用してください。 

※事業の開始月、新規の登録事業者の事業開始月、給与に変更がある月については必ず記載 

してください。 

  



 

様式第１２号 

千葉市達   第  号  

    年  月  日  

 

 

 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金額確定通知書 

 

     年  月  日付け実績報告書により、次のとおり    年度千葉市スマ

ートシティ実証事業補助金を確定したので、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定に

より通知します。 

 

                     千葉市長   

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額                      円 

補 助 事 業 の 

経 費 精 算 額 
                     円 

補 助 金 の 確 定 額                      円 

備        考  

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 

 

 

  



 

様式第１３号 

    年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

              住 所 

 

              氏 名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
                          (※)記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から 

の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付請求書 

 

 千葉市スマートシティ実証事業補助金交付要綱第１２条の規定により、補助金の交付

を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額  金           円 

〔    年 月 日付け千葉市達   第    号により交付確定〕 

 

   （添付書類） 

   ・補助金交付決定通知の写し 

   ・補助金額確定通知の写し 

 

（担 当 者） 

所 属  

担 当 者 名  

Ｅ ｍ ａ ｉ ｌ  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  



 

様式第１４号 

千葉市達   第   号  

     年  月  日  

 

 

 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金交付決定取消通知書 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第  号により通知した千葉

市スマートシティ実証事業補助金交付決定の全部（一部）を次のとおり取り消した

ので、千葉市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第６条の規定

により通知します。 

 

                 千葉市長           

 

補助金の交付決定額                       円 

取 消 額                       円 

取消後の交付決定額                       円 

取 消 の 理 由  

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



 

様式第１５号 

千葉市達   第   号  

     年  月  日  

 

 

 

 

千葉市スマートシティ実証事業補助金返還命令書 

 

 千葉市補助金等交付規則第１８条第 項の規定により、次のとおり返還を命ずる。 

 

                 千葉市長                

 

補助金の交付決定額                         円 

補 助 金 の 既 交 付 額 

    年   月   日交付        円 

    年   月   日交付        円 

               計        円 

補助金の交付確定額                         円 

還 付 す べ き 金 額                         円 

返 還 期 限     年   月   日まで 

返 還 を 命 ず る 理 由  

返 還 方 法  

 

審査請求等について 

 １ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、千葉市長に対してすることができます。 

 ２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 


